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本件に対するこれまでの審査会合での審議
第1回：令和4年4⽉28⽇第437回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合

審議内容：申請内容の説明
コメント：①中央管理室の各機能について、技術基準規則との適合性の説明

は重要であるが、その前に設置許可基準規則との適合性について
まず整理して説明すること等。
②⼯事中に⼀時的に警報等の監視ができなくなる場合があるよう
だが、その際の代替措置について具体的に説明すること。
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本件に対するこれまでの審査会合での審議
第2回：令和4年8⽉25⽇第456回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合

審議内容：前回のコメント回答
コメント１

コメント２

審議結果：概ね了承された。

①4⽉28⽇の審査会合で⽰された、新研究棟に移設する中央管理室の機能に対する規制要求
事項に漏れがいないか明確にするため、次の観点から整理すること。
許可基準規則に係る要求事項(許可基準規則第12条(安全施設)に該当する場合は、併せてそ
の位置づけを整理)
②技術基準規則に係る要求事項

⼯事中に監視できなくなる場合について、「監視できなくなる期間」、「警報ごとの代替措
置の必要性」、「代替措置の具体的な内容」について説明すること。



・中央監視盤の機能のうち、「重⽔分析⽤放射線測定装置(放射性ガスモニ
タ)」の警報機能について、技術基準規則の適合対象条⽂を第31条第1項第3号
から第41条第1項に修正する。

(修正理由)
8⽉25⽇の審査会合では、上記警報機能については、既承認の「重⽔分析⽤放
射線測定装置」の設⼯認申請において適合対象条⽂としていた「放射線管理施
設」(技術基準規則第31条第1項第3号*)を適合対象条⽂としていたが、本設⼯
認の対象は重⽔分析⽤放射線測定装置の⼀部である重⽔の漏えいを検知する
「警報機能」のみが該当するため、適合条⽂としては「警報装置」(技術基準
規則第41条第1項)とすることが適切であると⾒直したため。

*当時は設⼯認技術基準規則第27条第1項第3号 4

補正申請作業の中で技術基準規則との適合条⽂の最終確認を⾏った結果、以下
のように変更すべきとの判断に⾄った。



令和4年8⽉25⽇審査会合資料2添付資料4より抜粋参考
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令和4年9⽉30⽇ヒアリング資料1より抜粋
参考
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平成30年6⽉27⽇承認の設⼯認(重⽔分析⽤放射線測定装置の設置)より抜粋参考
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参考 技術基準規則
（放射線管理施設）
第三⼗⼀条 ⼯場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場
合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって代えることが
できる。
⼀ 放射性廃棄物の排気⼝⼜はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
⼆ 放射性廃棄物の排⽔⼝⼜はこれに近接する箇所における排⽔中の放射性物質の濃度
三 管理区域における外部放射線に係る原⼦⼒規制委員会の定める線量当量及び空気中の放射性物質の濃度

（警報装置）
第四⼗⼀条 試験研究⽤等原⼦炉施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により試験研究⽤等原
⼦炉の安全を著しく損なうおそれが⽣じたとき、第三⼗⼀条第⼀号の放射性物質の濃度若しくは同条第三号の線
量当量が著しく上昇したとき⼜は液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備から液体状の放射性廃棄物が著しく漏え
いするおそれが⽣じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する装置が設けられていなければならない。
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